
 

 

◆今後の課題 

人手が不足している企業

では、シニアの採用が今後い

っそう検討すべき課題とな

ります。一方で、今いる中堅

社員の介護離職を防止する、

「多様な働き方」に対応して

自社の魅力アップにつなげ

るなどの取組みも重要とな

ってきます。介護離職の防止

に関しては、来年にも法改正

が行われる見込みですので、

今後の情報に留意しておき

ましょう。 

 

2023年春闘は高水準～

連合集計より 
 ７月５日、2023年の春季

生活闘争（春闘）の最終回

答集計が連合より発表され

ました。その結果の概要を

お伝えします。 

◆賃上げの数値（月例賃

金）は 

5,272組合の「定昇相当込

み賃上げ計」は、加重平均

で 10,560円（3.58％）と、

昨年と比べると 4,556 円

（1.51ポイント）増えてい

ます。 

上記のうち 300 人未満の

中小組合 3,823 組合は、

8,021 円（3.23％）で、昨

年比 3,178 円（1.27ポイン

ト）増える結果となりまし

た。 

賃上げ分が明確に分かる 

3,186 組合の「賃上げ分」

は 5,983 円（2.12％）、う

ち中小組合 2,019 組合は 

4,982 円（1.96％）とな

り、いずれも賃上げ分の集

計が開始された 2015年以降

で最も高い結果となってい

ます。 

有期・短時間・契約等労

働者の賃上げ額は、加重平

均で時給 52.78 円（昨年比

29.35 円増）、月給 6,828 

円（同 2,831 円増）で、引

上げ率は概算でそれぞれ 

5.01％・3.18％となり、時

給は一般組合員（平均賃金

方式）を上回る結果になり

ました。 

◆連合の見解 

・企業内最低賃金協定改定

の取組み組合数は昨年同

時期並みだが、回答額は

着実に上昇している。 

・すべての労働者の立場に

立った「働き方」の改善

やジェンダー平等・多様

性の推進に向けても数多

くの取組みがなされてい

る。 

 物価上昇が続く中、賃上

げを前向きにとらえている

企業は多くなっています。

政府においても、最低賃金

の「全国平均 1,000円」達

成を視野に議論が進められ

ています。 

 今後も賃上げ機運は高ま

る予想で、企業としてもその

分の利益確保が必須となるで

しょう。 

性的少数者のトイレ使用制

限に関する最高裁の初判

断が示されました 

◆国の対応を違法とする初判

断 

 ７月 11日、戸籍上は男性

で性同一性障害の経済産業省

職員に対するトイレの使用制

限について、最高裁第３小法

廷は国の対応を「裁量権の範

囲を逸脱し違法」とし、制限

を不当と判断しました。 

 この制限は、女性トイレ使

用に関する要望を受けて開か

れた職員向け説明会でのやり

取りを踏まえ経済産業省が決

定したもので、下級審では判

断が分かれていました。 

◆今後の対応 

裁判官の補足意見には、使

用制限について、当初の必要

性は認めつつ、教育等により

理解を得るための努力を行

い、必要に応じて見直すなど

が必要だったとするものがあ

ります。また裁判長は、今

後、事案の積重ねを通じて指

針や基準が形作られることに

期待したいとしています。 

＊今後企業においても対策

の検討が必要と考えます。ご

不明な点がございましたら、

社会保険労務士事務所へお尋

ねください。 

 

ドラインのひな型が公開さ

れています。組織の目的や

ポリシー等に照らして、必

要な追加や修正を加えるこ

とができます。「簡易解説

付きガイドライン」では、

データ入力に際して注意す

べき事項、生成物を利用す

るに際して注意すべき事項

に触れられており、社内で

の検討に役立つ内容になっ

ています。また、個人情報

取扱事業者が社内での積極

的な活用を検討しているの

であれば、個人情報保護委

員会による「生成ＡＩサー

ビスの利用に関する注意喚

起等」にも目を通しておき

ましょう。 

 「気づかないうちに社員

が不適切な使用をして、問

題に発展してしまった」と

いうことのないよう、早め

に対策を講じておきたいで

すね。 

 

シニア採用の現状と課題 
マイナビが行った、非正規

雇用の採用業務に携わった

人を対象とした調査（2023

年）の結果によると、人手不

足を背景に、非正規雇用のシ

ニア（65 歳以上）の採用につ

いて、警備、介護、ドライバ

ーといった業種で採用実績

が高いようです。 

 ○警備 89.4％（前年比

1.2 ポイント増加） 

○介護 79.6％（前年比

2.5 ポイント増加） 

○ドライバー 78.6％（前

年比 6.9 ポイント増加） 

 

◆シニアを採用する理由、採

用したくない理由 

この調査で、シニア採用を

している、または採用意向が

あると回答した人の「シニア

を採用したい理由」として

は、「人手不足の解消・改善に

繋がるから」（51.2％）、「専門

性が高い・経験が豊富」

（37.1％）、「これまで採用し

たシニアが優秀だったから」

（25.4％）といった回答が上

位に挙がっています。 

一方、シニアを採用したく

ない理由として、「体力や健

康面に不安がある」（53.7％）

という回答もあります。 

これらを踏まえて既存の

業務の見直しなどを行い、シ

ニア採用を実施すれば、シニ

アのみならず今後の多用な

人材の採用活動や、いったん

退職した人の再雇用などの

場面にも良い影響を与える

でしょう。 

生成ＡＩサービス利用時の

注意点 
◆目覚ましい発展を遂げる

生成ＡＩ 

 ChatGPT等の生成ＡＩサー

ビスが話題です。プロンプ

トと呼ばれる質問・指示に

対し、自然な文章で膨大な

データから導いた回答を返

してくれることから、生産

性の向上などに寄与すると

されています。その反面、

法的な整備が追いついてい

ない点も多く、利用には注

意も必要です。なかでも、

個人情報や秘密情報の入力

は避けるよう注意喚起され

ています。なぜなら、入力

した内容はデータ学習に使

用されることがあり、流出

の懸念があるからです。企

業において使用ルールを定

めることは必須といえるで

しょう。 

◆使用ルールの策定 

 では、どのようなルール

を策定すればいいのでしょ

うか。参考になるのが、一

般社団法人日本ディープラ

ーニング協会による「生成

ＡＩの利用ガイドライン」

です。生成ＡＩの活用を考

える組織がスムーズに導入

を行えるように、利用ガイ
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